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保育士の人数19人

保育士等配置基準改善補助事業について（保育園）  

千葉市内保育園、認定こども園に対し各園に勤務する職員（保育士・保育教諭・みなし保育士等）について、国の定数を超えて職員配置（加配）した場合や、市の指導に基づき職員を加配した場合、市単独の人件費補助を行う事業 

                         

  

【保育士の人数】 １９人 

・正規職員保育士 １５人 

・非正規保育士（就業規則で定める常勤勤務以上） ３人  

※【月の常勤時間】／月（小数点切捨て）で保育士１人とカウント 

・看護師 １人 

※保健師、看護師又は准看護師を１人に限り保育士とみなせる。 

 ただし、乳児の在籍が３名以下の場合は別途以下の要件有り。 

 ①保育士との合同保育を行うこと。 

②保育に係る一定の知識や経験を有すること。 

→ 具体的には、勤務経験が概ね３年以上又は子育て支援員研修 

（地域型保育コース）の受講 

【保育士等配置基準改善補助事業（配置基準補助金）】  

①基本加算分１（定数を超えて職員（事務員や調理員を含む。）を配置している場合の補助） 

②基本加算分２（定数を超えて保育士等を配置した場合の補助） 

③基本加算分３（定数を超えて保育士等を配置した場合の補助） 

④一般加算分１（定数を超えて職員（事務員や調理員を含む。）を配置している場合の補助） 

⑤一般加算分２（定数を超えて職員（事務員や調理員を含む。）を配置している場合の補助） 

⑥特定加算分１（要配慮児童に対応する保育士を配置している場合の補助） 

⑦特定加算分２（１・２歳児が３６人以上入所しており、保育士を配置している場合の補助） 

【参考：調理員に係る定数】  

児童定員 基準人員 

４０人以下 １人 

４１～１５０人 ２人 

１５１人以上 ３人 

※調理員等・・・栄養士、調理員、用務員等（給食業務従事者に限る。） 

→非正規職員は【月の常勤時間】／月（小数点切捨て）で１人とカウント 

基準人員を超えて調理員等を配置した 

場合に、職員１人分までの費用を基本加算分１、

一般加算分１・２において補助 

※栄養管理加算（配置）を取得している場合

は、補助金の減算あり。 
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詳細は別紙 

○保育士の配置について　（施設長は除く）

1.3+6.0+1.3+0.8＝9.4

小数点以下第１位四捨五入

＋ （児童定員が９０人以下の施設は１人加算） ＋

※3歳児は本来20:1だが、3歳児配置改善加算を考慮して15:1としている。

※国の基準は4歳以上児25：1だが、経過措置により、市の基準を適用している。

配置基準（国）

３：１

６：１

１５：１(※)

３０：１(※)

小数点第２位以下切り捨て

9人 １人 １人 （保育標準時間認定を受けた子どもが利用する施設は1人加算）

４・５歳児 25人 25/30=0.83 =0.8

３歳児 20人 20/15=1.33 =1.3

１・２歳児 36人 36/6=6.00 =6.0

入所児童数 基準数

０歳児 4人 4/3=1.33 =1.3








